
                  事  務  連  絡 

令和５年１月 13 日  

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 39） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切

に運用いただくようお願いします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



 

（別添１） 

 

医－1 
 

医科診療報酬点数表関係 

 

 

【院内製剤加算】 

問１ 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況におい

て、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等（以下「解熱鎮痛薬等」という。）

の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険医療機関におい

て、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライ

シロップ等の製剤の不足している場合において、入院中の患者に対して、

錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて調剤した上で、用法・用量に従って投薬を

行った場合、院内製剤加算を算定できるのか。 

（答）「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」（令和５年１月 13 日付

け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡）の記の３にお

いて、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤

が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、

錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮す

ることとされていることから、当該事例において院内製剤加算を算定して

差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の

○○（注：当該薬剤の一般名）の不足のため」等のやむを得ない事情を記載

すること。 

また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する

分を請求するようにされたい。 

 

 

 

 



（別添２） 

調－1 

調剤報酬点数表関係 

 

【自家製剤加算】 

問１ 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況におい

て、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等（以下「解熱鎮痛薬等」という。）

の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険薬局において、

小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロ

ップ等の製剤の不足している場合において、処方医と薬剤師が相談の上、

錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付し

た場合、自家製剤加算を算定できるのか。 

（答） 

「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」（令和５年１月 13 日付

け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡）の記の３にお

いて、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤

が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、

錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮す

ることとされていることから、当該事例において自家製剤加算を算定して差

し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○

○（注：当該薬剤の一般名）の不足のため」等のやむを得ない事情を記載す

ること。 

また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する

分を請求するようにされたい。 

 

 



事 務 連 絡 

令和５年１月 13日 

 

 

 

各         衛生主管部（局） 御中 

                  

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼 

 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申 

し上げます。 

季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、治

療薬である解熱鎮痛薬等（咽頭痛治療薬トラネキサム酸、鎮咳薬を含む）の

需要が増加している一方で、製造販売業者からの限定出荷が続いています。 

解熱鎮痛薬等の供給に関してはこれまでも、製造販売業者に対して増産体制

の確保等について依頼するとともに、「アセトアミノフェン製剤の安定供給に

ついて」（令和４年７月 29日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企

画課事務連絡）及び「医療用解熱鎮痛薬の安定供給について（続報）」（令和４

年 11月 11日付け同課事務連絡）において、小児など必要とされている患者へ

安定的に供給できるよう、協力をお願いしてきたところですが、解熱鎮痛薬等

の製剤のうち、特に小児用（散剤等）については、現下の感染患者の増加に伴

い、全国的に薬局等における必要量の入手が困難な状況となっています。こう

した中、地域の薬局等においては、５歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤

の使用や、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで

賦形して散剤とするなどの調剤上の取組みを行っていただいております。 

こうした状況について、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者

等に対して周知いただくとともに、限られた医療資源を小児など必要な患者に

適切に供給できるよう、解熱鎮痛薬等が安定的に供給されるまでの間、下記の

対応について、今一度の周知をお願いいたします。 

 

 

都 道 府 県 

保健所設置市 

特 別 区 



 

 

記 

 

１．解熱鎮痛薬等（散剤を含む）について、返品が生じないよう、買い込み

は厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いした

いこと。 

 

２．解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として

他の解熱鎮痛薬（イブプロフェン、ロキソプロフェンなど）の使用につい

ても考慮していただきたいこと。 

  その際、１．と同様に買い込みを厳に控えていただきたいこと。 

 

３．小児用の散剤やシロップ製剤の不足が生じた場合には、必要に応じ、 

下記の例のような対応についても考慮していただきたいこと。 

①  ５歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤の使用 

②  必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで

賦形して散剤とするなどの調剤上の取組み 

 

４．薬局におかれては、必要となった解熱鎮痛薬等について、系列店舗や地 

域における連携により調整がつく場合には、できる限り調整をしていただ 

きたいこと。 

 



事 務 連 絡 

令和４年７月 29 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区                  

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

アセトアミノフェン製剤の安定供給について 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上

げます。 

今般、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、その治療薬であるアセト

アミフェン製剤の需要が急増していると承知しています。 

ついては、別添の日本小児科学会からのアセトアミノフェン製剤の安定供給

に関する要望等をふまえ、小児など必要とされている方へ安定的に継続してア

セトアミノフェン製剤を供給することができるよう、下記のとおりの対応につ

いて、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者等へ周知いただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１．アセトアミノフェン製剤については、返品が生じないよう、買い込みは

厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたい

こと。 

２．解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として

他の解熱鎮痛薬（イブプロフェン、ロキソプロフェンなど）の使用につい

ても考慮していただきたいこと。 

  その際、１．と同様に買い込みを厳に控えていただきたいこと。 

 

（参考） 

新型コロナウイルスに関する Q&A（医療機関・検査機関の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_f

ever_qa_00004.html#Q22 

別添1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q22
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q22


別添



事 務 連 絡 

令和４年 11 月 11 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区                  

 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

医療用解熱鎮痛薬の安定供給について（続報） 

 

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、厚く御礼申し上

げます。 

今般、「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感

染症に対応する外来医療体制等の整備について（依頼）」（令和４年 10 月 17 日

付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等事務連絡）において、都

道府県等に対して、今冬においては、新型コロナウイルス感染症について、今夏

を上回る感染拡大が生じる可能性があり、加えて、季節性インフルエンザも流行

し、同時により多数の発熱患者が生じる可能性があることを踏まえた外来体制

の強化等が依頼されています。 

解熱鎮痛薬の供給に関しては、製造販売業者に対して増産体制の確保等につ

いて依頼するとともに、「アセトアミノフェン製剤の安定供給について」（令和４

年７月 29日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡）及

び「医療用解熱鎮痛薬の安定供給について」（令和４年８月 19 日付け同課事務

連絡）において連絡したところですが、季節性インフルエンザと新型コロナウイ

ルス感染症の同時流行による感染患者の拡大に伴い、解熱鎮痛薬の需要が高ま

ることが想定されることから、小児など必要とされている方へ適切な製剤が安

定的に継続して供給できるよう、下記のとおりの対応について、改めて貴管下関

係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者等へ周知いただきますようお願いい

たします。 

 

記 

 

１．解熱鎮痛薬については、返品が生じないよう、買い込みは厳に控えてい

ただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいこと。 

別添２



２．解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として

他の解熱鎮痛薬（イブプロフェン、ロキソプロフェンなど）の使用につい

ても考慮していただきたいこと。 

３．小児用のアセトアミノフェン細粒やシロップ製剤の不足が生じた場合に

は、必要に応じ、下記の例のような対応についても考慮していただきたい

こと。 

① ５歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤の使用 

② 必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形

して散剤とするなどの調剤上の取組み 

 

以上 

 


